
異性同室滞在について 

 

 

当校では、家族関係（婚姻、親族）以外での異性同室滞在を原則認めておりません。但し、以下の条件を満たし、規則を遵守頂

ける場合に限り、例外的に異性同室を認め、学校規則の異性同室を規制する条項を適用致しません。 

異性同室滞在を認める条件 

１. 入学登録時点で異性同室滞在を希望し、同室を希望する人物及び関係性を申し出、学校が認めた場合。 

２ 未成年者が含まれる場合は、未成年者の保護者が異性同室滞在を認める同意書を学校に提出し、学校が認めた場合。 

そのため、異性同室を希望する場合は、以下の申請書 兼 誓約書にご記入の上、提出してください。 

 

 

 

異性同室滞在許可 申請書 兼 誓約書 

 

[男性氏名]             （   歳）と [女性氏名]              （   歳）は、 

[相互の関係性]              の関係により、同室滞在の許可を申請します。 

また、本申請にて許可された異性同室滞在において適用される各種規則及び職員の指示を厳守することに同意します。 

 

 

異性同室滞在規則 

・家族関係（婚姻、親族）の場合は本申請が不要です。友人、婚約関係など家族関係が証明できない場合に限り、本申請が必要

です。 

・本申請書及び未成年者が含まれる場合の保護者による同意書を提出しない場合、学校が許可しない場合は、一切の異性同室は

認められません。 

・当初、異性別室で入学登録し、その後に異性同室を希望することは一切できません。 

・同室滞在を希望する異性を変更することは一切できません。 

・異性別室滞在に変更した場合、それ以後はいかなる異性の部屋への立ち入り、及び異性を自らの部屋に立ち入らせることはで

きません。また異性同室滞在を再申請することはできません。 

・異性同室滞在の許可を有す場合においても、他の異性の部屋に立ち入ること、及び立ち入らせることはできません。 

・滞在中に、学校規則（本規則含む）を遵守頂けないと学校が判断した場合、異性同室滞在への許可が取り消されます。この場

合、同等人数の部屋への移動となりますが、異なる人数の部屋への移動を希望される場合は差額の支払いが必要となります。 

・同室許可を受けた異性間であっても、他者に嫌悪の情を抱かせる行為を行ったと学校が判断した場合、校内の風紀を乱す行為

を行ったと学校が判断する場合、学校規則に基づき罰則が適用されます。特に学校敷地内での性的接触およびそれに準ずる行

為は固く禁じられていますので、あらぬ誤解を受けないよう注意して滞在してください。 

 

 

西暦     年    月    日 

[男性署名]               ㊞ 

[女性署名]               ㊞ 

 


